
第
４
回

法
曹
養
成
制
度
検
討
会
議

文
部
科
学
省

説
明
資
料

法
科
大
学
院
制
度
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
、
課
題
、

改
善
方
策
、
お
よ
び
今
後
の
方
向
性

平
成
２
４
年
１
１
月
２
９
日
（
木
）

資料２－１
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法
科
大
学
院
改
革
の
推
進
状

況

◎ 法 科 大 学 院 を 中 核 と す る プ ロ セ ス 養 成 の 充 実 に 向 け た 改 革 を 実 施

◎ 旧 来 の 制 度 を 改 め 、 プ ロ セ ス と し て の 法 曹 養 成 を 導 入

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
法

曹
養

成
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
法

曹
養

成

【
教
育
上
の
成
果
】

・
多

様
な
人
材

の
受

入
れ

の
実

現

・
教

育
課

程
を
通

じ
て
法

的
素

養
を

培
う
教

育
方

法
等

の
確

立

・
リ
ー
ガ
ル

マ
イ
ン
ド
に
基

づ
く
課

題
解

決
能

力
等

の
涵

養

・
体

験
的

な
学

修
機

会
の

提
供

・
理
論
と
実
務
の
架
橋
の

確
立

「
第

２
の
改

革
」
を
推

進
中

「
第

２
の
改

革
」
を
推

進
中

◎
教
育
体
制
の
見
直
し

・
入

学
定

員
の

縮
減

・
競

争
倍

率
確

保
の

指
導

・
課

題
校

へ
の

公
的

支
援

の
見

直
し

【
第
１
の
改
革

（
H
2
1
.4
～
）
】

◎
そ
の
他
総

合
的
な
改
善

方
策

・
教

育
の

質
の

改
善

・
評
価
シ
ス
テ
ム
の
改
善

・
入

学
者

の
質

の
確

保

●
法
科
大
学
院
ご
と
の
差

の
拡
大

・
「
3
年
連
続
で
司
法
試
験

合
格

率
が
全
国

平
均

の
半

分
未

満
等

」
又

は
「
2
年

連
続

で
入

学
定

員
充
足
率

が
5
0
％
未
満
」
の

大
学
が
2
7
校

（
た
だ
し
、
2
7
校

の
H
2
4
入

学
者

の
合

計
が

、

全
体

に
占

め
る
割

合
は

8
.5
％

ま
で
減

少
）

●
入
口
（
法
科

大
学
院
入
学

者
）
と
出
口
（
司
法
試
験

合
格

者
）
の

ミ
ス
マ
ッ
チ
に
よ
る
合

格
率

の
低

迷

●
そ
の

他
、
教

育
の

質
、
評

価
、
志

願
者

の
減

少
に

伴
う
入

学
者

の
確

保
な
ど
、
質
の

向
上

が
課

題

「
第

１
の
改

革
」
を
実
施

「
第

１
の
改

革
」
を
実
施

【
第

１
の
改

革
】
の
結

果

○
法

科
大

学
院

を
中

核
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
養

成

の
整

備
○

法
曹

人
口

の
大

幅
な
拡

大
（
年

間
3,

00
0人

を
目

標
）

○
法
科

大
学

院
の

教
育

水
準

（
約

７
～

８
割

の

者
が

司
法

試
験

に
合

格
で
き
る
よ
う
充

実
し

た
教
育
）

○
法

科
大

学
院

の
参

入
を
広

く
認

め
る
仕

組
○

認
証

評
価

の
実

施

２
１
世
紀
の
司
法
を
支
え
る
質
・

量
と
も
に
豊
か
な
法
曹
の
養
成
を

目
指

す

○
教
育
体
制
の
見
直
し

・
実

入
学

者
は

5,
78

4人
か

ら
3,

15
0人

へ

・
５
校

が
学
生

募
集

停
止

を
発

表

○
質
の
向
上
方
策

・
進

級
判

定
の

厳
格

化
に
よ
り
、
標

準
修

業
年

限
修

了
率

は
80

.6
％

か
ら

68
.7
％

へ

１
．
公

的
支

援
の
更

な
る
見

直
し

１
．
公

的
支

援
の
更

な
る
見

直
し

●
法

学
未

修
者

教
育

の
充

実

・
多

様
な
人

材
の

確
保

の
た
め
、
法

学
未

修

者
教
育
を
改
善

す
る
必

要

２
．
中

教
審

に
２
．
中

教
審

に
W
G

W
G
を
設
置
し
検
討
中

を
設
置
し
検
討
中

■
現
在
抱
え
る
課
題

■
顕
在
化
し
た
課
題

◎
「
法

科
大

学
院

教
育

改
善

プ
ラ
ン
」
を

策
定
し
、
１
、
２
の
改
善
方
策
を
軸
に
、

第
２
の
改
革
を
H
2
4
年
7
月
か
ら
推
進
中

資料２－１
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○
法
科
大
学
院
を
含
む
新
た
な
法
曹

養
成
制
度
の
整
備
の
状
況
等
を
見
定

め
な
が
ら
、
平
成
2
2
（
2
0
1
0
）
年
こ
ろ

に
は
新
司
法
試
験
の
合
格
者
数
の
年

間
3
,0
0
0
人
達
成
を
目
指
す
べ

き
。

○
法
科
大
学
院
の
設
置
は
、
関
係
者

の
自
発
的
創
意
を
基
本
と
し
つ
つ
、
基

準
を
満

た
し
た
も
の

を
認

可
す
る
こ
と

と
し
、
広

く
参

入
を
認

め
る
仕

組
み
と

す
べ

き
。

○
法
科
大
学
院
修
了
者
の
う
ち
相
当

程
度
（
例
え
ば
約
7
～
8
割
）
の
者
が
新

司
法
試
験
に
合
格
で
き
る
よ
う
、
充

実

し
た
教

育
を
行

う
べ

き
。

○
司
法
試
験
と
い
う
「
点
」
の
み
に
よ
る
選
抜
で
は
な
く
、
法
学
教
育
、
司
法
試
験
、
司
法
修
習
を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
た
「
プ
ロ
セ
ス
」
と
し
て
の

法
曹
養
成
制
度
を
新
た
に
整
備

す
べ
き
。

○
適
切
な
機
構
を
設
け
て
、
第
三
者
評
価
(適

格
認
定
)を

継
続
的
に
実
施
す
べ

き
。

平
成

１
３
年

６
月

の
司

法
制

度
改

革
審

議
会

意
見

書
の
主

な
ポ
イ
ン
ト

２
．
法

曹
人

口
の
大

幅
な
増

加
２
．
法

曹
人

口
の
大

幅
な
増

加
４
．
法

科
大

学
院

の
参

入
の
仕

組
４
．
法

科
大

学
院

の
参

入
の
仕

組
３
．
法

科
大

学
院

の
教

育
水

準
３
．
法

科
大

学
院

の
教

育
水

準

１
．
プ
ロ
セ
ス
養
成
の
整
備

１
．
プ
ロ
セ
ス
養
成
の
整
備

５
．
認

証
評

価
の
実

施
５
．
認

証
評

価
の
実

施

現
在

の
法

曹
養

成
制

度
は
、
旧

来
の
制

度
に
対

す
る
反

省
の
上

に
立

っ
て
、
２
１
世

紀
の
司

法
を
支

え
る
質

・
量

と
も
に

豊
か
な
法

曹
を
養

成
す
る
た
め
の
仕

組
み
と
し
て
、
新

し
い
取

組
を
含

め
て
設

計
さ
れ
、
今

日
運

用
さ
れ
て
い
る

⇒
法
科
大

学
院
を
中
核
と
す
る
法

曹
養

成
制

度
が
整

備
さ
れ
、
H
１
６
年

度
か
ら
運

用

⇒
法

科
大

学
院

の
認

証
評

価
機

関
と
し
て
３
機

関
が
認

可
を
受

け
、
現

在
２
巡

目
の
認

証
評

価
を
実

施
中

⇒
H
２
０
年
試

験
で
、
２
,０
０
０
人
を
達

成
し
た

後
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
推

移

⇒
H
２
４
年
試

験
に
お
い
て
、

単
年

度
合

格
率

で
、
約

２
５
％

累
積

合
格

率
で
、
約

４
４
％

⇒
最

大
７
４
大

学
／

5
,8
2
5
人

（
H
1
8
年
度
定
員
）

に
対

し
、
現

在
、

・
入
学
定
員
4
,4
8
4
人
、

・
実
入
学
者
数
3
,1
5
0
人
に
縮
減

資料２－１
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か
つ
て
の
法
曹
養
成
制
度

大
学
法
学
部

他
学
部

社
会
人

旧 司 法 試 験

旧 司 法 修 習

点
（
試

験
）
の
み
に
よ
る
選

抜

新
し
い
法
曹
養
成
制
度

（
H
1
6
年

度
～

）

裁
判
官

検
察
官

弁
護
士

司
法

制
度

改
革

「
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
法
曹
養
成
」
の
導
入

に
向
け
た
改
革

予
備

試
験

※
経

済
的

事
情

等
に
よ
り
、
法

科

大
学

院
を
経

由
し
な
い
ル
ー
ト

大
学
法
学
部

他
学
部

社
会
人

新 司 法 試 験

新 司 法 修 習

裁
判
官

検
察
官

弁
護
士

法 科 大 学 院

●
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
、
法
曹
人
口
が
少
な
く
、

今
後
の
法
曹
需
要
の
増
大
へ
の
対
応
が
急
務

●
し
か
し
、
大
幅
な
合
格
者
数
増
を
、
質
を
維
持
し

つ
つ
図

る
こ
と
に
は

大
き
な
困
難

●
司
法
試
験
の
競
争
激
化
の
た
め
、
受
験
予
備

校
へ
の
依
存
が
顕
著
、
法
曹
の
資
質
の
確
保

に
重
大
な
影
響

●
専
門
的
な
法
知
識
を
確
実
に
習
得
さ
せ
、
そ
れ

を
批
判
的
に
検
討
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
創
造

的
な
思
考
力
、
法
的
分
析
能
力
や
法
的
議
論

の
能
力
等
を
育
成
す
る
に
は
、
「
大
学
」
に
お
い

て
教

育
を
行

う
こ
と
が

効
果

的

上
記
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

◎
従
来
の
点
の
み
に
よ
る
選
抜
か
ら
、
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
の
法
曹
養
成
制
度
を
新
た
に
整
備

◎
そ
の
中
核
と
し
て
法
科
大
学
院
を
設
け
る

量 的 な 問 題 質 的 な 問 題２
１
世

紀
の
司

法
を
支

え
る
質

・
量

と
も
に

豊
か
な
法

曹
の
養

成
を
目

指
す

プ
ロ
セ
ス
養
成
導
入
の
狙
い

プ
ロ
セ
ス

に
よ
る
養
成

資料２－１
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○
法
科
大

学
院
が
な
け
れ
ば
他
学
部
出
身
の
自
分
は
法
律
家
に
な
ろ
う
と
は
思

わ
な
か
っ
た
。
多

く
の

人
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
制

度
。

○
社

会
人

学
生

が
い
る
こ
と
で
、
限

ら
れ

た
時

間
で
効

率
よ
く
学

習
す
る
姿

勢
や
、
様
々

な
社
会
経
験
を
学
ぶ

こ
と
が

で
き
る
。

○
エ
ク
ス
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
は

、
「
紙

一
枚

で
そ
の

人
の

人
生

が
決

ま
る
」
と
い
う
状

況
等

を
経

験
し
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

と
し
て
自

分
が

人
に
影

響
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
心

構
え
を
学

ん
だ
。

○
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
エ
ク
ス
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
じ
て
、
国
際
的

な
人
権
活
動

に
ど
う
役
立
て
る
か

、
自

分
の

キ
ャ
リ
ア
を
し
っ
か

り
考

え
る
機

会
と
な
っ
た
。

○
法

科
大

学
院

の
教

育
に
お
い
て
は

、
多

角
的

な
側

面
か

ら
一
つ
の

事
象

を
検

討
す
る
こ
と
で
法

的
能

力
を
涵

養
す
る
機
会

と
な
っ
て
い
る
。

○
昔
は
大

教
室
の
授
業
に
加
え
て
予

備
校
に
通
っ
て
い
た
が

、
今
の
法
科
大
学
院
生
は
少
人
数
で
密
度

の
濃
い
授
業

を
受

け
て
い
る
。

※
法
曹
養
成
制
度
検
討
会
議
や
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
視
察
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
の
意
見
等
を
も
と
に
作
成

○
実

務
家

と
な
っ
た
場

合
に
問

題
を
ど
う
解

決
す
る
か

、
現

場
に
お
い
て
事

情
が

複
雑

に
絡

ま
っ
た
も
の

を
ど
う
解

き
ほ

ぐ
し
て
い
く
か

と
い
う
と
こ
ろ
を

教
え
て
く
れ

る
。

○
実

務
家

と
研

究
者

が
共

同
で
教

え
て
く
れ

る
リ
ー
ガ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク
は

法
科

大
学

院
で
な
い
と
で
き
な
い
。

プ
ロ
セ
ス
養

成
の
導

入
に
よ
り
可

能
と
な
っ
た
法

曹
養

成
の
教

育
的

な
効

果

１
．
多

様
な
人

材
の
受

入
れ
の
実

現
１
．
多

様
な
人

材
の
受

入
れ
の
実

現

４
．
体

験
的

な
学

修
機

会
の
提

供
４
．
体

験
的

な
学

修
機

会
の
提

供

２
．
教

育
課

程
を
通

じ
て
法

的
素

養
を
培

う
教

育
方

法
等

の
確

立
２
．
教

育
課

程
を
通

じ
て
法

的
素

養
を
培

う
教

育
方

法
等

の
確

立

５
．
理

論
と
実

務
の
架

橋
の
確

立
５
．
理

論
と
実

務
の
架

橋
の
確

立

プ
ロ
セ
ス
養
成
の
導
入
・
運
用
の
結
果
、
以
下
に
掲
げ
る
教

育
的

な
効

果
が
実

現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

○
法

科
大

学
院

で
学

ん
だ
リ
ー
ガ
ル

マ
イ
ン
ド
で
、
過

去
の

判
例

が
な
い
も
の

を
解

決
す
る
、
考

え
る
力

が
つ
い
て
き
た
。

○
法
科
大

学
院
は
、
利

害
特
定

能
力
、
利
害
調
整

能
力
、
論
理

的
説
得
能
力
と
い
う
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
機

能
す
る
、
価

値
の

高
い
能

力
を
学

ぶ
場

と
な
っ
て
い
る
。

３
．
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
に
基

づ
く
課

題
解

決
能

力
等

の
涵

養
３
．
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
に
基

づ
く
課

題
解

決
能

力
等

の
涵

養

資料２－１
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明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
法

科
大

学
院

教
育

の
主

な
課

題

・
志
願
者
数
の
減
少
に
よ
り
、
入

学
者
選
抜
に
お
け
る
競
争
性
が

不
十

分

・
社
会
人
、
他
学
部
出
身
の
入

学
者
の
割
合
が
漸
減
傾
向

①
「
教

育
の
質

」
の
課

題
②

「
評

価
」
の
課
題

・
法
学
未
修
者
の
司
法
試
験
合
格
率
が

法
学
既
修
者
の
半
分

・
司
法
試
験
合
格
者
数
が
著
し
く
少
な
い

状
態
が
続
く
法
科
大
学
院
が
、
一
定
数

存
在

・
一
部
の
修
了
者
が
基
礎
的
な
理
解
や

思
考
能
力
を
十
分
身
に
つ
け
て
い
な
い

と
の
指

摘

・
認
証
評
価
機
関
の
間
で
評
価
に

バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
、
形
式
的
な
評

価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ど
の
指
摘

・
各
法
科
大
学
院
に
お
け
る
情
報

公
開
が
不
十
分

課
題
１
：

入
口

（
法

科
大

学
院

入
学

者
）
と
出

口
（
司

法
試

験
合

格
者

）
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
よ
る
合
格
率
の
低
迷

・
法
科
大
学
院
の
参
入
を
広
く
認
め
た
結
果
、
入
学
者
は
、
ピ
ー
ク
時
の
平
成
１
８
年
度
で
約
５
,８
０
０
人

・
一
方
で
、
司
法
試
験
合
格
者
数
は
平
成
２
０
年
の
試
験
以
降
、
年
間
２
,０
０
０
人
程
度
で
推
移

・
そ
の
結
果
と
し
て
、
司
法
試
験
合
格
率
は
低
迷

（
平
成
２
４
年
の
単
年
度
合
格
率
は
約
２
５
％
）

課
題
２
：

上
記

課
題

１
に
関
連

す
る
他

の
諸

課
題

し
か
し
な
が
ら
、
法

科
大

学
院

教
育

に
つ
い
て
は
、
数

年
の
制

度
の
運

用
を
通

じ
て
、
①

司
法
試
験
合
格
率

の
低

迷
と
と
も
に
、
②

そ
れ
に
関
連
す
る
教
育
の
質
の
保
証
等
の
課
題

が
顕

在
化

し
て
き
た

③
志

願
者

の
減

少
と

「
入

口
」
の
課

題

資料２－１
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【【
対

応
策

４
対

応
策

４
】】

入
学

者
の
質

の
確

保
入

学
者

の
質

の
確

保
【【
対

応
策

２
対

応
策

２
】】

教
育

の
質

の
改

善
教

育
の
質

の
改

善

【【
対
応
策
１

対
応
策
１
】】

教
育
体
制
の
見
直
し

教
育
体
制
の
見
直
し 【【

対
応

策
３

対
応

策
３
】】

評
価

シ
ス
テ
ム
の
改

善
評

価
シ
ス
テ
ム
の
改

善

①
志
願
者
の
減
少
を
踏
ま
え
、
入

学
定
員
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
、

入
学
者
選
抜
に
お
け
る
競
争
的

な
環
境
（
競
争
倍
率
２
倍
以
上
）

を
確

保

②
適
性
試
験
の
総
受
験
者
の
下

位
1
5
％
程
度
の
人
数
を
目
安
と

し
た
、
統

一
入
学
最
低
基
準
の

設
定

等

①
共
通
的
な
到
達
目
標
モ
デ
ル

の
設
定

②
法
律
基
本
科
目
の
量
的
・
質

的
充
実
（
法
学
未
修
者
１
年
次

の
法
律
基
本
科
目
を
６
単
位
増

加
等
）

③
成
績
・
進
級
判
定
の
厳
格
化

等

①
平
成
2
2
年
度
の
入
学
定
員
の
見
直
し
等
の
促
進

②
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
競
争
的
な
環
境
（
競
争
倍
率
２
倍
以
上
）
の
確
保
の
徹
底

③
課
題
を
抱
え
る
法
科
大
学
院
に
対
す
る
公
的
支
援
の
見
直
し
（H

2
2
年

9
月

に
決

定
、
H
2
4
年

度
予

算
よ
り
適

用
）

等

①
認
証
評
価
に
お
い
て
、
厳
格
な

成
績
評
価
、
司
法
試
験
の
合
格

状
況
等
を
重
点
的
に
評
価

②
評
価
機
関
の
間
で
の
不
適
格
認

定
の
基
準
・
方
法
の
改
善

③
改
善
の
進
捗
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
体
制
の
構
築

等

顕
在

化
し
て
き
た
諸
課
題
に
対
す
る
対
応
策

（
第
１
の
改
革
）

顕
在

化
し
て
き
た
諸

課
題

に
対

し
、
文

部
科

学
省

で
は
、
平

成
２
１
年

４
月

の
中

央
教

育
審

議
会

報
告

に

基
づ
き
、
教
育
体
制
の
見
直
し
と
と
も
に
、
教
育
の
質
の
確
保
な
ど
総
合
的
な
改
善
方
策
を
展

開

資料２－１
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2
0
0
0

2
5
0
0

3
0
0
0

3
5
0
0

4
0
0
0

4
5
0
0

5
0
0
0

5
5
0
0

6
0
0
0

平
成

1
8
年
度

平
成
2
4
年
度

入
学
定
員
　
　

実
入

学
者
数

■
こ
れ
ま
で
全
て
の
法
科
大
学
院
が
入
学
定
員
を
削
減
し
、

ピ
ー
ク
時
と
比
較
し
て
約
２
割
の
減

■
平

成
2
4
年
度
の
実
入
学
者
数
は
ピ
ー
ク
時
と
比
較
し
て

４
割
強
の
減

【
参

考
１
】

第
１
の
改

革
の
進

捗
状

況
（
教

育
体

制
の
見

直
し
①

）

■
自
主
的
・
自
律
的
な
組
織
見
直
し
を
促
進
し
、
現
在

５
校
が
学
生
募
集
停
止
を
公
表
、
実
施

（
※
う
ち
１
校
は
他
の
法
科
大
学
院
と
の
統
合
を
発
表
）

5
,7
8
4
人

ピ
ー
ク
時
か
ら

約
４
割
強
の
減

（
▲
2
,6
3
4
人
）

4
,4
8
4

人

3
,1
5
0

人

5
,8
2
5
人

ピ
ー
ク
時
か
ら

約
２
割
の
減

（
▲
1
,3
4
1
人
）

・
姫
路
獨
協
大
学

法
科
大
学
院

（
23

年
4月

学
生
募
集
停

止
（
22

年
5月

表
明
）
）

・
大
宮
法
科
大
学
院
大
学

（
25

年
4月

学
生
募
集
停

止
予

定
（
23

年
8月

表
明
）
）

・
明
治
学
院
大
学

法
科
大
学
院

（
25

年
4月

学
生
募
集
停
止

予
定

（
24

年
5月

表
明
）
）

・
駿
河
台
大
学

法
科
大
学
院

（
25

年
4月

学
生
募
集
停

止
予

定
（
24

年
7月

表
明
）
）

・
神
戸
学
院
大
学

法
科
大
学
院

（
25

年
4月

学
生
募
集
停
止

予
定

（
24

年
7月

表
明
）
）

〔学
生
募
集
停
止
を
公
表
し
た
法
科
大
学
院

５
校

〕

資料２－１
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0
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

法
科

大
学
院
別

の
入
学
者

　
未

修
　
　
（人

）

H
18

入
学
者

H
24

入
学

者

H
18

入
学
者

H
24

入
学

者

0
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

法
科

大
学

院
別

の
入

学
者

　
既

修
　
　
（人

）

H
18

入
学
者

H
24

入
学
者

H
18

入
学
者

H
24

入
学
者

H
1
8
：

2
,1
7
9
人

↓
H
2
4
：

1
,8
2
5
人

H
1
8
：

3
,6
0
5
人

↓
H
2
4
：

1
,3
2
5
人

【
既

修
】

【
未

修
】

（ 司 法 試 験 の 累 積 合 格 者 数 順 ）

【
参

考
２
】

第
１
の
改

革
の
進

捗
状

況
（
教

育
体

制
の
見

直
し
②

）

法
学

未
修

者
を
中

心
と
し
て
、
入

学
者

数
は
平

成
１
８
～

２
４
年

度
に
か
け
て
大

幅
に
減

少

資料２－１
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〔
出
典
〕
平
成

23
年

6月
12

日
法
科

大
学

院
協

会
総

会
資
料

■
共
通
的
な
到
達
目
標
モ
デ
ル
の

提
示
を
通
じ
て
、
修
了
者
の
質
保

証
を
目
指
す

①
共
通
的
な
到
達
目
標
モ
デ
ル
の
提
示

・
法
科
大

学
院
修
了
者
が
共
通
に
備
え
て
お
く

べ
き
能
力
等
の
到
達
目
標
モ
デ
ル
が
作
成
さ

れ
、
全
法
科

大
学
院
に
対
し
提
示

・
各
法
科

大
学
院
で
は

、
そ
の
モ
デ
ル
を
踏
ま

え
具

体
的

な
到

達
目

標
を
設

定
す
る
と
と
も
に
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

改
善

を
実
施

本
モ
デ
ル
に
基
づ
き
、
現
在
、

５
２
校

が
到
達
目
標
を
策
定
、

も
し
く
は
策
定
予
定

②
成

績
評
価
・修

了
認
定
の
厳
格
化

の
推
進

【
進
級
制
導
入
】

７
６
％

⇒
９
５
％

（
5
6
大
学
）

（
7
0
大
学
）

【
標
準
修
業
年
限
修
了
者
の
割
合
】

８
０
.６
％

⇒
６
８
．
７
％

（
4
,3
8
3
人
）

（
3
,2
6
3
人
）

H
1
8
年
度

H
2
3
年
度

■
法
律
基
本
科
目
の
量
的
・質

的

な
充
実
を
目
指
す

■
成
績
評
価
・修

了
認
定
の

厳
格
化
を
目
指
す

H
1
8
年
度

H
2
3
年
度

③
法
律
基
本
科
目
を
６
単
位
ま
で
増
加

で
き
る
省
令
改
正

・
法

科
大

学
院

に
お
い
て
、
特

に
、
法

学
未

修
１

年
次

の
法

律
基

本
科

目
の

履
修

登
録

単
位

数

を
６
単

位
増

加
で
き
る
よ
う
省

令
を
改

正

（
平

成
２
２
年

４
月

施
行

）

こ
の
省
令
改
正
を
踏
ま
え
、
現
在
、

５
０
校

が
法
学
未
修
１
年
次
の

履
修
上
限
単
位
数
を
増
加

[単
位
増
加
の
内
訳
]

・
入
門

科
目

の
新
設

：
３

０
大
学

・
既
存

授
業

科
目
の
単

位
数

引
き
上
げ

：
２

４
大
学

・
演
習

科
目

の
新
設

：
１

６
大
学

（
重
複
回
答
あ
り
）

【
参

考
３
】

第
１
の
改

革
の
進

捗
状

況
（
教

育
の
質

の
改

善
）

資料２－１
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■
法

科
大
学
院
の
認
証
評
価
に
つ
い
て
、
評
価
基
準
・

方
法
を
改
善

④
認

証
評

価
の
改

善
の
た
め
の
省

令
等

の
改

正

●
省

令
改

正
（
平

成
2
2
年
４
月
施
行
）

〔
評
価
項
目
の
改
善
〕

・
司
法
試
験
の
合
格
状
況
を
含
む
修
了
者
の
進
路
に
関
す
る
事

項
を
新
た
な
評
価
項
目
と
し
て
追
加

・
入

学
者
の
適
性
の
適
確
か
つ
客
観
的
な
評
価
、
専
任
教
員

の
適
切
な
配
置
、
体
系
的
な
教
育
課
程
の
編
成
な
ど
、
よ
り

詳
細

な
内

容
に
つ
い
て
評

価
が
行

わ
れ
る
よ
う
改

正

〔
評
価
方
法
の
改
善
〕

・
評

価
方
法
に
つ
い
て
、
特
に
重
要
と
判
断
し
た
項
目
の
評
価

結
果
を
勘
案
し
つ
つ
、
総
合
的
に
評
価
す
る
な
ど
、
適

切
な
適

格
認

定
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
評

価
方

法
と
な
る
よ
う
改

正

●
認

証
評

価
機

関
の
評

価
基

準
改

正

・
３
つ
の
認
証
評
価
機
関
に
お
い
て
、
上
記
省
令
改
正
を
踏
ま

え
、
評
価
基
準
を
改
正

■
課
題
を
抱
え
る
法
科
大
学
院
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、

そ
の
進
捗
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
を
構
築

⑤
中
央

教
育

審
議

会
に
よ
る
改

善
状

況
調

査
の
実

施

・
平
成
２
１
年
か
ら
、
「
第
１
の
改
革
」
を
踏
ま
え
た
個
別
の
法
科
大
学

院
の
教
育
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、
中
教
審
法
科
大
学
院
特
別
委

員
会
の
下
に
設
置
し
た
W
G
が
調
査
を
実
施

・
こ
れ
ま
で
、
書
面
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
実
地
調
査
を
通
じ
て
計
６
回

の
調
査
を
実
施

し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
個
別
の
法

科
大
学
院
の
教
育
改
善
に
係
る
取
組
を
促
進
。

・
直
近
の
調
査
で
は
、
３
１
大
学

を
対
象
に
、
重
点
的
・
継
続
的

な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実

施

【
参

考
４
】

第
１
の
改

革
の
進

捗
状

況
（
評

価
シ
ス
テ
ム
の
改

善
）

資料２－１
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課
題

１
：

法
科

大
学

院
ご
と
の
差

に
つ
い
て

現
在
、
新
た
な
課
題
と
し
て
、
司
法
試
験
の
合
格
状
況
、
入
学
定
員
の
充
足
状
況
な
ど
様
々
な
観
点
に

お
い
て
、
『
法

科
大

学
院
ご
と
の
差

』
が
生

じ
、
広

が
り
つ
つ
あ
る

①
３
年

連
続

で
司

法
試

験
合

格
率

が
全

国
平

均
の

半
分

未
満

等
の
法

科
大

学
院

こ
の
よ
う
に
課

題
を
抱

え
る
法

科
大

学
院

に
お
け
る

入
学

者
数

の
全

体
に
占

め
る
割

合
は
、
大

幅
に
減

少
し
て
い
る
が
、

文
科
科
学
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
自
主
的
・
自
律

的
な
組

織
見

直
し
を
促

進
す
る
た
め
、
『
公

的
支

援

の
更

な
る
見

直
し
』
を
決

定
し
、
そ
の
取

組
を
加

速

平
成

２
４
年

度
時

点
／
２
０

校

上
記
①
又
は
②
に
該
当
す
る
法
科
大
学
院
２
７
校

の

入
学
者
数
の
合
計
は
、
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

H
1
8
年

度
：

１
，
３
２
２
人

（全
体

の
２
２
．
９
％

）

H
2
4
年
度
：
２
６
８
人

（
全
体
の
８
．
５
％

）

②
２
年

連
続

で
入

学
定

員
の
充

足
率

が
５
０
％

未
満

の
法

科
大

学
院

平
成

２
４
年

度
時

点
／
１
９

校

法
科

大
学

院
ご
と
の
差

を
示

す
デ
ー
タ

今
後
の
対
応
方
針

／
全
体

5,
78

4人

／
全
体

3,
15

0人

資料２－１
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２
年

連
続
で

競
争
倍
率

２
倍

未
満

直
近

の
合

格
率

が
平

均
の

１
/
４

未
満

等

従
来
の
仕
組
み

直
近
の
競
争
倍
率

２
倍

未
満

３
年

連
続

で
司

法
試

験
合

格
率

が
全

国
平

均
の

半
分

未
満

等

更
な
る
見
直
し

２
年
連
続
で
入
学
定
員
の
充
足
率
5
0
％
未
満

直
近

の
競

争
倍

率
２
倍

未
満

直
近

の
充

足
率

2
5
％

未
満

※
な
お
、
あ
る
年
度

の
競

争
倍

率
が
２
倍

未
満

の
場

合
、
当

該
年

度
の

入
学

定
員

の
充

足
率

が
50
％

以
上

で
あ
っ
て
も
、
5
0％

未
満
と
み

な
す
。

の
部

分
の

削
減

額
は

、
現

行
通

り
と
す
る

の
部

分
の

削
減

額
は

、
現

行
の

１
／

２

の
部
分
の

削
減

額
は
、
現
行

の
１
／
４

の
部
分
の

削
減

額
は
、
現
行

の
１
／
８

【
用
例
】
公
的
支
援
の
見
直
し
対
象
校
の
削

減
額３
年

連
続

で
司

法
試

験
合

格
率

が
全
国

平
均

の
半
分
未
満
等

【
参

考
５
】

公
的

支
援

の
見

直
し
に
つ
い
て

■
対
象

校
を

平
成

2
5
年

秋
ま

で
に

決
定

し
、

2
6
年
度

予
算

か
ら

削
減

■
課

題
を
抱
え
る
法
科
大
学
院
の
自
主
的
・
自
律
的
な
組
織
見
直
し
を
促
進
す
る
た
め
、
平
成
2
2
年
９
月
に
法
科
大
学
院
へ
の

「
公
的
支
援
の
見
直
し
」
を
決
定
。
更
に
新
指
標
を
加
え
る
な
ど
、
平
成
2
4
年
９
月
に
は
「
公
的
支
援
の
更
な
る
見
直
し
」
を
決
定

。

（
見

直
し
対
象
大
学
）

※
平
成

24
年
度
予
算
：
６
校

〔
大

宮
法
科

大
学

院
大

学
、
大

東
文

化
大
学
、
東
海
大
学
、

明
治
学
院

大
学

、
関

東
学
院

大
学

、
桐
蔭
横
浜
大
学
〕

※
平
成

25
年
度
予
算
：
４
校

〔
島

根
大
学

、
大

東
文

化
大
学

、
東

海
大
学
、
愛
知
学
院
大
学
〕

※
国
立
大
学

法
人
運

営
費

交
付

金
及

び
私

立
大

学
等

経
常

費
補

助
金

の
一
部
を
減
額

仮
に
現

在
の
数

値
を
用

い
て
試

算
し
た
場

合
、
約

2
5
校

前
後

が
該

当
見

込
み

■
平
成

24
、

25
年

度
予

算
に
適

用

資料２－１
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課
題

２
：

法
学

未
修

者
教

育
の
充

実
に
つ
い
て

近
年

、
法

学
未

修
者

に
関

す
る
状

況
が
厳

し
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

曹
の
多

様
性

の
確

保
を
目

指
す

司
法
制
度
改
革
の
理
念
を
踏
ま
え
、
法

学
未

修
者

教
育

の
充

実
が
不

可
欠

①
法

学
既

修
者

と
法

学
未

修
者

と
の
累

積
合

格
率

の
差

法
学
既
修
者

６
１
.２

％

法
学
未
修
者

２
９
.６

％

■
法
学
既
修
者
と
比
べ
て
、
倍
以
上

の
差

②
法
学

未
修

者
の
入

学
者

数
の
大

幅
な
減

少

平
成

１
８
年

度
（
ピ
ー
ク
時

）

３
,６
０
５
人

平
成

２
４
年

度

１
,３
２
５
人

今
後
の
検
討
の
方
向
性

○
現
在
、
中

教
審

Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
、
法

学

未
修

者
教

育
の
抜

本
的

な
充

実
方

策

に
向

け
て
、
検
討
中

【
検

討
例

】

・
厳

格
な
進

級
判

定
の
新

た
な
仕

組
み
の
検

討

・
法
学

に
関

す
る
基
礎
・
基

本
の
徹
底
を
図
る
た

め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改

善
の
検

討

・
入

学
前

、
入

学
後

、
卒

業
後

の
段

階
を
通

じ
た

改
善

方
策

の
検

討
な
ど

（
１
）

法
学

未
修

者
の

入
学

者
数

が
大

幅
に
減

少

（
２
）

特
に
そ
の
う
ち
、
法
学

部
以
外
の

学
部
出
身
者
は
、
ピ
ー
ク
時
の

H
1
6
年

度
1
,6
7
7
人

か
ら
、
H
2
4
年

度
3
9
6
人

へ
と
大

幅
に
減

少

（
３
）

以
上

の
こ
と
か

ら
、
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
有
す
る
人
材

の
確

保
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る

今
後

解
決

を
目

指
す
べ
き
課

題

充
実

に
向

け
て

検
討
を
実
施

■
ピ
ー
ク
時
か
ら
比
べ
て
、
約
６
３
％

の
減

法
学

未
修

者
の
現

状
を
示

す
デ
ー
タ

司
法

制
度

改
革

の
理

念
を
踏

ま
え
、
改

め
て
、

法
学

未
修

者
教

育
の
充

実
に
向

け
た
取

組
が
不

可
欠

資料２－１
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１１
．
本
プ
ラ
ン
に
お
い
て
目
指
す
成
果
目
標

．
本
プ
ラ
ン
に
お
い
て
目
指
す
成
果
目
標

１
．
法
曹
資
格
を
有
す
る
法
科
大
学
院
修
了
生
を
中
心
に
、
法
曹
の
み
な
ら
ず
、
民
間
企
業
や
国
・
地
方
の
公
務
部
門
な
ど
社
会
の
様
々
な

分
野
で
活
躍
で
き
る
よ
う
、
そ
の
支
援
体
制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
状
況
を
広
く
社
会
に
発
信
す
る
こ
と
。

２
．
司
法
試
験
に
つ
い
て
、
平
成
２
３
年
試
験
の
合
格
率
で
あ
る
２
３
.
５
％
か
ら
大
幅
な
増
加
を
目
指
す
。

Ⅰ
法
科
大
学
院
教
育
の
成
果
の
積
極
的
な
発
信

【
平
成
2
4
年
度
か
ら
速
や
か
に
実

施
】

Ⅱ
課
題
を
抱
え
る
法
科
大
学
院
を
中
心
と
し
た
入
学
定
員
の
適
正
化
、
教
育
体
制
の
見
直
し
等
の
取
組
の
加
速

（
１
）
課
題
を
抱
え
る
法
科
大
学
院
に
お
け
る
取
組
の
促
進

【
平
成
2
4
年
度
か
ら
速
や
か
に
実
施
】

（２
）
法
科
大
学
院
に
対
す
る
公
的
支
援
の
更
な
る
見
直
し

【速
や

か
に
見

直
し
、
平

成
2
6年

度
予

算
か
ら
適

用
】

（
３
）
組
織
改
革
の
加
速
に
向
け
た
取
組

【平
成

2
4
年

度
中

に
提

示
】

Ⅲ
法
学
未
修
者
教
育
の
充
実

【
平

成
2
4
年

度
中

に
中

教
審

と
し
て
の
一

定
の
結

論
を
得

る
】

Ⅳ
法
科
大
学
院
教
育
の
質
の
改
善
等
の
促
進

（
１
）
入
学
者
選
抜
の
改
善

【
平

成
2
5
年

度
前

半
ま
で
に
検

証
を
実

施
】

（
２
）
質
の
高
い
教
育
環
境
の
確
保

【
平
成
2
4年

度
中

に
検

証
を
実
施
】

（
３
）
認
証
評
価
結
果
の
活
用
を
通
じ
た
改
善

【
平

成
2
4
年
度

か
ら
認

証
評

価
の
実

施
状

況
を
検

証
】

２２
．
具
体
的
な
改
善
方
策

．
具
体
的
な
改
善
方
策

【
参
考
６
】
更
に
明
確
に
な
っ
て
き
た
課
題
に
対
す
る
改
善
方
策

（
第
２
の
改
革
）

文
部
科
学
省

『
法
科
大
学
院
教

育
改

善
プ
ラ
ン
』

（
平
成

２
４
年

７
月
２
０
日

）
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